
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０７号（３の２）平成２２年６月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者・・・・知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員のののの紹介紹介紹介紹介    

 

現在、南丹市では下記の方が身体障害者・知的障害者相談員として京都府からの

委嘱を受け、障がいに関する相談に応じています。各種申請などの指導、専門的な

アドバイス、市や関係機関との連携、身近な心配事相談など、奉仕的に活動してい

ます。秘密は厳守しますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。 

居住地 身体障害者相談員 知的障害者相談員 

園部町 

山口   強（やまぐち つよし） 

廣田 祐子(ひろた さちこ) 

小林 義博(こばやし よしひろ） 

八木町 

関岡   勉（せきおか つとむ） 

松本 弘子(まつもと ひろこ） 

井上 壽代（いのうえ ひさよ） 

日吉町 

木村 幸子（きむら さちこ） 

船越   昭（ふなこし あきら） 

澤田 房代（さわだ ふさよ） 

美山町 

田中 幹生（たなか みきお） 

戸本 節子（ともと せつこ） 

菅生 哲二（すごう てつじ） 

※各相談員へ連絡を取りたいという方は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便・・・・定期便相談会定期便相談会定期便相談会定期便相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 年金受給者・加入者の皆さんを対象に、すでに送付している「ねんきん特別便」

や国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに送付が始まっている「ねんきん定期

便」に関する相談会を下記の日程表のとおり開催しますので、お知らせします。 

日時 場所 

７月１５日（木）午前９時～午後５時 南丹市美山支所１階小会議室 

８月１９日（木）午前９時～午後５時 南丹市役所２号庁舎１階１０１会議室 

９月１６日（木）午前９時～午後５時 南丹市八木支所３階西会議室  

●持持持持ちちちち物物物物 お手元に届いた「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、年金手帳など（基礎

年金番号が確認できるもの）、印鑑、本人確認ができるもの（免許証や保険証など）、

代理人が相談される場合は「委任状」と代理人ご自身の本人確認ができるもの 

※社会保険労務士１人で対応するため、お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 

 

◇問合せ先 京都西年金事務所 TEL 075-315-1829（代表） 

      国保医療課 TEL（0771）68-0011 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケーションがとれない、自分

をうまく表現できないなど、グループワークでは、そんな日ごろの悩みや精神的な

不安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人とかかわるための

自信を回復していきます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク計画表計画表計画表計画表（（（（７７７７・・・・８８８８月分月分月分月分））））    

日程 内容 地区名 場所 

７月９日(金) 日帰り旅行 園部 京都嵐山 

７月１５日(木) おやつ作り 美山 美山保健福祉センター 

７月２２日(木) ボーリング 八木・日吉 アルプラザ亀岡 

７月２３日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

８月 ６日(金) 映画鑑賞 園部 ＴＯＨＯシネマズ二条 

８月１８日(水) カラオケ 八木 八木保健福祉センター 

８月２０日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

８月２５日(水） 染め物体験 日吉 日吉町生涯学習センター 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

７７７７月月月月はははは「「「「愛愛愛愛のののの血液助血液助血液助血液助けけけけ合合合合いいいい運動月間運動月間運動月間運動月間」」」」ですですですです    

 

夏場は暑さが厳しいことや、長期休暇などにより学校や企業などの協力が得られにく

いことから献血者が減少する時期です。そこで、７月を「愛の血液助け合い月間」とし

て全国的に献血参加の運動を展開しています。南丹市では下記のとおり赤十字血液セン

ターの採血車による献血と、骨髄ドナー登録会を実施しますのでご協力ください。 

日程 場所 受付時間 

７月１３日（火） 南丹市役所美山支所 

７月２０日（火） 南丹市日吉はーとぴあ 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

※血液が不足していますので、特に４００ｍｌ献血にご協力ください。 

※献血者本人の確認を厳格化するため、平成１８年１０月１日から献血手帳の様式

を改正し、従来の紙型の様式から磁気カード型の様式に順次、切り換えています。 

献血カードまたは献血手帳をお持ちの方は、忘れずにご持参ください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

第第第第２２２２回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 第２回南丹市消防団操法大会を下記のとおり開催します。 

●日時日時日時日時 ７月１８日（日）午前８時３０分～ 

（小雨決行、荒天の場合は２５日（日）に延期）  

●場所場所場所場所 園部公園多目的運動場 ●競技種目競技種目競技種目競技種目 小型ポンプ操法・ポンプ車操法 

●出場出場出場出場チームチームチームチーム 各種目支団ごとに代表１チーム ●主催主催主催主催 南丹市・南丹市消防団 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

 

 南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間」」」」標語標語標語標語をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

厚生労働省は、１１月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待防止を

図るため集中的な広報・啓発を実施します。国民一人一人が児童虐待問題について

の理解を深め主体的な関わりをもっていただくことを目的に標語を募集します。 

●テーマテーマテーマテーマ 児童虐待防止に関する国民一人一人の意識啓発にふさわしい標語 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 制限はありません。どなたでも応募できます。 

●募集方法募集方法募集方法募集方法  

○郵送（はがき）の場合  

  〒730-8511 

  広島県健康福祉局総務管理部こども家庭課 児童虐待防止標語募集担当 宛 

・１人１作品（ご自身で創作した未発表の作品）の応募に限ります。 

・郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記入してください。 

 ○電子メールの場合 

  ・fukatei@pref.hiroshima.lg.jp までお寄せください。 

  ・ファイル形式で、１人１作品とし、題名は「児童虐待防止推進月間に関する

標語募集」としてください。 

・郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記入してください。 

●募集締切募集締切募集締切募集締切 ７月９日（金）※郵送の場合は、当日消印有効とします。 

●選考方法選考方法選考方法選考方法・・・・発表発表発表発表 主催者が「子どもの虐待防止推進全国フォーラムｉｎ広島」運

営委員会の協力で選定し、１作品を最優秀作（厚生労働大臣賞）として決定し、

８月以降に本人に通知するほか、厚生労働省ホームページなどで発表されます。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

７７７７月月月月はははは““““社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動””””強調月間強調月間強調月間強調月間ですですですです    

 

 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人た

ちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない

明るい社会を築こうとする法務省主唱による運動です。運動は、年間を通じて展開され

ますが、７月は強調月間として、各地域においてさまざまな啓発活動が実施されます。 

～ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ ～ 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


